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2019年度第６回大東文化大学大学院評議会議事録要旨 

 

日 時：2019 年１１月２５日（月）１２：３１～１２：５３ 

場 所：板橋校舎２号館２階 ２-０２２０会議室、東松山校舎管理棟３階 第一会議室（遠隔） 

構成員：３６名（３分の２：２４名 過半数：１９名） 

出席者：３０名（定足数充足） 

欠席者：６名 

議 長：門脇廣文 学長 

 

報告事項１．2020年度秋季入学試験手続き状況について 

議長より、資料に基づき、10 月 5 日（土）に実施された 2020 年度秋季入学試験の手続き状

況について報告が為された。 

 

報告事項２．大学院公開説明会（12月）の実施について 

議長より、12 月 7 日（土）に開催される大学院公開説明会について、資料の通りポスター

が完成し、現在大学院ホームページ他学内各箇所に掲示し広報していること、並びに各専攻及

び本学大学院 OG による講演者について報告が為され、加えて専攻別個別相談コーナーでの説

明について各専攻に協力が要請された。 

 

報告事項３．2019年度学位記授与式実施計画について 

議長より、資料に基づき、2020 年 3 月 19 日（木）に挙行する、今年度は昨年度と異なり１

部制で行う、式典は 11 時から学外施設にて開催、学位記授与・証明書等交付は、大学院は 14

時から板橋校舎で行う旨説明が為され、研究科委員長に壇上での列席が要請された。 

 

報告事項４．2020年度大東文化大学大学院入学式実施計画について 

議長より、資料に基づき、2020 年度の大学院入学式は今年度同様に学部と別日の 2020 年 4

月 3 日（金）に実施、会場は今年度と同じ板橋校舎 2 号館 2 階 2－0220 会議室を予定してい

るが、入学生数により式場変更の場合もある旨説明が為され、研究科委員長並びに各専攻科主

任は列席願いたい旨要請された。 

 

報告事項５．大学院案内 2021作成に伴う原稿依頼について 

議長より、資料に基づき、大学院案内の次年度版の作成に伴う教員紹介欄の原稿校正を近日

中に各研究科の事務担当者から各教員に依頼することの報告、並びに各研究科教員に対して再

度顔写真掲載の要請が為された。 

 

報告事項６．全学教務委員会からの報告：ディプロマ・ポリシーにおける「学修成果の可視

化」機能の設定・明示について 

議長の指名により学長補佐副学長より、2019 年 11 月 5 日に開催された学習成果の可視化の

意義と課題に係る講演会について概要の報告及び大学院における学習成果可視化の課題につ

いてコメントが述べられた。 
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議長より、資料に基づき、当日の資料及び講演者の許可を得て当日の講演内容について配信

している動画を参照し、今後の学習成果可視化に役立ててもらいたい旨呼びかけられた。 

 

報告事項７．学校教育法施行規則及び大学院設置基準の一部を改正する省令の施行について 

議長より、2019 年 9 月 26 日付けで文科省から省令施行の通知があった、学校教育法施行規

則及び大学院設置基準の改正について説明が為され、ディプロマ・ポリシーにおける学習成果

の可視化に併せて盛り込んでいく必要があることが言明された。 

3 つのポリシーの策定・公表後に為すべきこととして、学校教育法施行規則改正によるもの

として、学位論文に係る評価に当たっての基準の公表、大学院設置基準改正によるものとして、

博士後期課程学生に教授能力を培う機会（学生指導法・教材作成/活用方法セミナー・TA 制度

等）・情報提供に努めること、及び学費等大学院が徴収する費用・奨学金・学内業務（TA 等）

とその報酬等の経済的負担とその軽減措置に関わる情報の明示である旨詳細な説明が為され

た。 

 

報告事項８．その他 

 その他に該当する報告事項なし。 

 

議案１．2020年度大学院学年暦（案）について 

議長より、資料に基づき、前回の研究科委員長会議で提案した学年暦案から、アジア地域研

究科のガイダンス日が 2020 年 4月 4日（土）から 4 月 6 日（月）に変更になりスポーツ・健

康科学研究科と同日になった旨報告が為された。変更された学年暦案について了承された。 

 

議案２．2020年度法科大学院学年暦（案）について 

議長の指名により法務研究科研究科長より、資料に基づき、法科大学院において 1名の在学

生の後期履修科目修得をもって他の修了単位を充足している 4名と併せ 5名全員が修了となる

が、現時点で当該学生の科目修得が不確定であるため 2020 年度学年暦を準備しておく必要が

ある、他方、全員修了の場合本学年暦(案)は無効となる、本学年暦については 9月の法務研究

科教授会で諮っている旨説明が為された。2020 年度法科大学院学年暦（案）について了承さ

れた。 

 

議案３．その他 

 その他に該当する議案なし。 

 

 

以 上 


